
���

　

登
別
市
障
害
者
地
域
自
立
支
援
協
議
会

は
、
発
達
障
が
い
の
あ
る
方
や
そ
の
保
護

者
が
、
相
談
先
や
支
援
機
関
な
ど
を
確
認

で
き
る
支
援
マ
ッ
プ
を
作
成
し
ま
し
た
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
配
布
場
所　

障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ
、
各

　

支
所
、
し
ん
た　
21

▼
問
い
合
わ
せ　

障
害
福
祉
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

３
７
３
２
）

▼
対
象　

市
民
税
非
課
税
（
世
帯
）
の
方

▼
内
容　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
療
養
介

　

護
医
療
を
除
く
）
、
補
装
具
、
日
中
一

　

時
支
援
事
業
な
ど
の
地
域
生
活
支
援
事

　

業
の
利
用
者
負
担
の
無
料
化

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

障
害
福
祉
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

３
７
３
２
）

　

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
７
月　

日
任
期

25

満
了
に
よ
る
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
期

日
前
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
さ
れ
た
方
は
、
名
簿
に
登
録
し
、

選
挙
期
日
が
確
定
次
第
、
ご
都
合
を
お
伺

『
▼
申
し
込
み
』

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

情報あらかると

『
発
達
障
が
い
児
・
者
の
た
め
の

支
援
マ
ッ
プ
』
を
作
成
し
ま
し
た

い
し
、
改
め
て
ご
連
絡
し
ま
す
。

▼
期
日
前
投
票
所
・
時
間

�
中
央
期
日
前
投
票
所

　

場
所　

市
役
所
第
２
庁
舎

　

時
間　

８
時　

分
〜　

時

30

20

�
鷲
別
期
日
前
投
票
所

　

場
所　

鷲
別
公
民
館

　

時
間　

８
時　

分
〜　

時

30
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▼
応
募
資
格　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
選

　

挙
権
の
あ
る　

歳
未
満
の
方

70

▼
内
容　

投
票
事
務
の
公
正
な
執
行
の
監

　

視
な
ど

▼
募
集
人
数　
　

人
（
中
央
期
日
前
投
票

38

　

所　

人
、
鷲
別
期
日
前
投
票
所
６
人
）

32

※
原
則
１
人
に
つ
き
１
日
と
し
、
応
募
者

　

が
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
し
ま
す
。

▼
報
酬　

１
日
に
つ
き
９
千　

円
500

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み　

５
月　

日
�
ま
で
に
電
話

20

　

で
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�
○８５
 

９

　

１
４
３
）

　

気
象
台
は
、
５
月　

日
�
か
ら
気
象
警

27

報
・
注
意
報
を
市
町
村
ご
と
に
発
表
す
る

予
定
で
す
。

◎
５
月　

日　

ま
で　

『
胆
振
地
方
』
ま

２６

（水）

　

た
は
『
胆
振
中
部
』
に
発
表

◎
５
月　

日　

か
ら　

『
登
別
市
』
に
発

２７

（木）

　

表
▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
地
方
気
象
台
防
災

　

業
務
課（
�
○２２
 

４
２
４
９
）

４
月
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

利
用
者
負
担
が
一
部
軽
減
さ
れ
ま
し
た

　（財）室蘭テクノセンターは、新製品や新技術の開発、新
分野への展開や新事業の創出促進を支援します。
１　新製品・新技術開発の芽育成支援事業

▼対象　中小企業者などが行う新製品・新技術の開発に
　係る調査研究・基礎技術の確立など

▼事業期間　２年以内

▼補助限度額　報償費、旅費交通費、消耗品費、原材料
　費などの４分の４以内（６０万円）
※２年目は４分の３以内（４５万円）
２　商品化推進支援事業

▼対象　中小企業などが行う需要調査や試作、実用化事
　業など

▼補助限度額　報償費、旅費交通費、手数料、外注加工
　費、委託料などの４分の３以内（１００万円）
３　新製品・新技術事業化支援事業

▼対象　中小企業者などが行う市場投入の実現性が高い
　新製品・新技術の研究開発

▼補助限度額　報償費、旅費交通費、手数料、外注加工
　費、委託料などの３分の２以内（２００万円）
４　技術・技能習得研修支援事業

▼対象　中小企業者などが技術・技能・デザイン開発な
　どの習得のため行う技術者派遣や研修など

▼補助限度額　報償費、旅費交通費などの２分の１以内
　（３０万円）

５　創業支援事業

▼対象　創業２年以内の中小企業者が行う新分野への事
　業展開

▼事業期間　２年以内

▼補助限度額　事務所経費（家賃、光熱水費、通信運搬
　費など）の２分の１以内（月額５万円）
６　市場開拓支援事業

▼対象　中小企業者などが行う新製品などの①展示会な
　どの出展や開催、②ホームページやパンフレットの企
　画・作成、③公的相談会や同等の商談会などへの派遣
　など

▼補助限度額　①出展料、使用料・賃借料、出展工事費
　などの２分の１以内（５０万円）、②委託料などの２分
　の１以内（３０万円）、③旅費交通費などの２分の１以
　内（５万円）
７　資格取得支援事業

▼対象　製造業の中小企業者の技能士
※業種など詳しくはホームページをご覧ください。

▼補助限度額　事前に申請し技能試験に合格した方の旅
　費交通費、検定料などの２分の１以内（５万円）
※１、２、３の事業は室蘭工業大学と共同研究の場合、
　４２万円を限度に補助金が加算されます。

期
日
前
投
票
の
立
会
人
を

募
集
し
ま
す

気
象
警
報
・
注
意
報
を

市
町
村
ご
と
に
発
表
し
ま
す

ものづくり創出支援事業補助金
をご活用ください

問い合わせ
（財）室蘭テクノセンター（�○４５ １１８８）
ホームページ　http://www.murotech.or.jp/




